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120-1 難病患者の医療費助成に関する事務

東京都大気汚染医療費助成制度の被認定者

令和7年12月4日

　

（１）法定事務 （２）独自利用事務

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務
であって第百六十条で定めるもの

特例条例第二条の規定により区が処理することとされた大気汚染に係る健康障害者に対する医療費
の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって区規則で定めるもの

131

158

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①

の該当部分

中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例　別表第１
一の二の二の項

特例条例第二条の規定により区が処理することとされた大気汚染に係る健康障害
者に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であっ
て区規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律第１条 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例

この法律は、（難病（発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していな
い希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とす
ることとなるものをいう。以下同じ。）の患者）に対する医療その他難病に関する施
策（以下「難病の患者に対する医療等」という。）に関し必要な事項を定めることに
より、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生
活の質の維持向上を図り、もって（国民保健の向上を図る）ことを目的とする。

この条例は、（大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかつた者）に対し、
医療費を助成することにより、（その者の健康障害の救済を図る）ことを目的とする。

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

知事 市区町村長等


